
令和 8 年 5 月 29 日 

保険薬局薬剤師 殿 

 

愛媛大学医学部附属病院薬剤部 

薬剤部長 田中 守 

 

栄養剤の保険適用のための処方理由の記載について 
 

平素は、当院の薬剤業務に対するご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 

  

令和 8 年度診療報酬改定において、栄養保持を目的とした一部の「たん白アミノ酸製剤」につい

て、保険給付の対象となる患者の要件および、処方箋・レセプトへの理由記載が必要であることが

明確化されました。 

令和 8 年 6 月 1 日からの改定に対応する運用をお知らせいたします。 
 

■栄養保持を目的とした医薬品（令和 8 年 3 月現在） 

・イノラス配合経腸用液 ・エネーボ配合経腸用液 ・エンシュア・H 

・エンシュア・リキッド ・ツインライン NF配合経腸用液 ・ラコール NF配合経腸用液 

 

■理由 

 

 

 

 
 

■理由の記載場所 

 ・処方箋の「処方」欄の最上部に表示 

 ※厚生労働省の事務連絡では、理由を処方箋の「備考」欄に記載するとされていますが、 

 「備考」欄への記載と読み替えてご対応いただきますようお願いいたします。 
 

以下の資料をご確認ください。 

1. 別紙資料：院外処方箋 （別紙 ①） 
 

2. 参考資料：令和 8 年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について 
P.317、別紙 2 診療録等の記載上の注意事項、 

第 5 処方箋の記載上の注意事項  8「備考」欄について 

（中略） 

(12) 栄養保持を目的とした医薬品を投与する場合は、手術後の患者に栄養保持を目的とした医薬品を投

与した場合はその旨又は経管により栄養補給を行っている患者に栄養保持を目的とした医薬品を投与した

場合はその旨、処方医が当該栄養保持を目的とした医薬品の投与が必要であると判断した場合はその理由

を記載すること。 

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001700249.pdf 
 

保険薬局各位のご理解ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 
連絡先 

愛媛大学医学部附属病院 薬剤部 

電話 089-960-5738 (調剤室) 

重 要 

・術後患者（日付） 
・経管栄養（日付） 
・病態管理上、医薬品の栄養剤が必要であるため 

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001700249.pdf
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